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家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 

第 2-56 部：プロジェクタ及び 

これに類する機器の個別要求事項 
正 誤 票 

区分 位 置 誤 正 
3.1.9  手動でスタートさせるレンズの焦

点調節用のモータは，レンズ又はそ

れと類似の部品を一方の端から他の

端まで動かすのに必要な時間だけ運

転する。 

 手動でスタートさせるレンズの焦点調節用

のモータは，レンズを一方の端から他の端ま

で動かすのに必要な時間だけ運転する。 

本体 

13. 
 

 動作温度での漏えい電流及び耐電

圧は，JIS C 9335-1 の 13.によるほか，

次による。 

 動作電圧（U）が 250 V を超える

場合には，次の試験電圧を加える。

－ 1 000 V は，1.2 U＋  700 V 
－ 2 750 V は，1.2 U＋2 450 V 
－ 3 750 V は，2.4 U＋3 150 V 

 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は，JIS 
C 9335-1 の 13.による。 
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